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田無庁舎駐車場がたいへん混雑しています。車での来庁はなるべく避けていただくようお願いします。◆管財課（�田 �内線１２１１）

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（参考）１５年度
人件費比率

人件費比率
Ｂ／Ａ人件費Ｂ実質収支歳出額Ａ住民基本台帳人口区分

％
23.2

％
21.3

千円
11,578,467

千円
904,222

千円
54,261,786

平成18年３月３１日現在
　188,483人

17年
度

（２）職員給与の状況（普通会計予算）

１人当たり給
与費Ｂ/Ａ

給　　与　　費
職員数Ａ区分

計Ｂ期末・勤勉手当職員手当給料
千円

7,334
千円

7,877,012
千円

2,045,755
千円

1,216,731
千円

4,614,526
1,074人
（6人）

18年
度

（注）１職員手当には、退職手当は含まれていません。
　　２給与費は、当初予算に計上された額です。
　　３（　）内は、再任用短時間職員で、職員数A1,074人に含まれます。

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（平成18年４月１日現在）

技能労務職一般行政職
区分

平均年齢平均給与
月　　額

平均給料
月　　額平均年齢平均給与

月　　額
平均給料
月　　額

４７歳10月434,367円362,429円45歳05月490,007円371,711円西東京市

47歳０月429,722円333,526円43歳06月476,200円361,557円東京都
（注）　１「平均給料月額」とは、平成１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当等の諸手当の額を合計したものです。

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額状況 ����� （平成18年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区分

373,760円326,288円264,667円大学卒
一般行政職

322,100円285,900円222,600円高校卒
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（４）職員の初任給の状況 ���������������� （平成18年４月１日現在）

国東京都西東京市
区分

採用後２年初任給採用後２年初任給採用後２年初任給

１９６,２００円１７９,２００円203,200円179,200円203,200円179,200円大学卒一　般
行政職 １４６,７００円１３８,４００円153,300円144,000円153,000円144,000円高校卒

（６）一般行政職の級別職員数の状況 ����������� （平成18年４月１日現在）

計１級２級３級４級５級６級７級８級９級区分

主事主任係長・
　主査

課長補佐
・副主幹

課長・
　主幹

部次長・
　副参与

部長・
　参与

標準的な
職務内容

664人５人4人165人174人188人52人３９人18人１９人職員数
（人）

１００％0.8％0.6％24.8％26.2％28.3％7.8％5.9％2.7％2.9％構成比
（％）

１００％0.7％１.７％26.8％26.3％29.8％2.9％5.7％3.3％2.8％１年前
構成比

１００％0.1％0.5％31.8％23.1％26.8％2.6％9.3％2.4％3.4％5年前
構成比

（７）昇給期間短縮の状況

技能労務職一般行政職合計区　　　　　分

183691874職員数（A）　

年
度

17
2995124普通昇給期間（１２月～２４月）を

短縮して昇給した職員数（B）

15.8％13.7％14.2％比率（B）/（A）

192720912職員数（A）　

年
度

16
０００普通昇給期間（１２月～２４月）を

短縮して昇給した職員数（B）

０％０％０％比率（B）/（A）

　国家公務員の給与を１００とした場合の、地方公務員の給与水準を指数で示した
もので、一般行政職の学歴別・経験年数別に平均給与額を比較した場合の総合的
な給与水準です。当市における一般行政職の給与水準は、平成17年４月１日現
在で99.5（前年は100.1）となっています。

（８）　ラスパイレス指数

国の制度西東京市の制度

配偶者 ���������� １３,０００円
配偶者以外の扶養親族２人まで  ６,０００円
その他の扶養親族 ����� ５,０００円
特定期間の加算 ������ ５,０００円

配偶者 ��������� 14,500円
配偶者以外の扶養親族２人まで  ６,０００円
その他の扶養親族 ����� ４,０００円
特定期間の加算 ������ ４,０００円

扶養手当

賃貸住宅支給限度額 ���� ２７,０００円
自宅（新築購入後５年以内）　２,５００円

世帯主およびこれに準ずるもの
扶養あり ��������� ９,０００円
扶養なし ��������� ８,５００円

住居手当

交通機関１か月当たりの支給限度額 � ５５,０００円
交通用具、通勤距離に応じて支給

交通機関１か月当たりの支給限度額 � ５５,０００円
交通用具、通勤距離に応じて支給通勤手当

西東京市
区分

特殊勤務
手当

（17年度）

全職種
3,185円支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額
3％職員全体に占める手当支給職員の割合
４手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

犬猫等死体処理手当
支給額の多い手当

代表的な手当の名称
支給対象職員の多い手当

（10）職員手当の状況

国西東京市区　分

  期末手当 勤勉手当
６月期 １.４０月 ０.７25月
  （０.７５月） （０.３５月）
１２月期 １.６０月 ０.７25０月
  （０.８５月） （０.4月）
３月期 ― ―

　計　　　　　　４.４5月
　　　　　　　（２.３5月）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置有り
（　）は再任用職員に係る支給割合

  期末手当 勤勉手当
６月期 １.６０月 ０.４５月
  （０.７５月） （０.２５月）
１２月期 １.６５月 ０.４５月
  （０.９５月） （０.２５月）
３月期  　　　0.17月 ０.０５月
  （0.07月） （０.０５月）
　計　　　　　　　4.37月
　　　　　　　　（2.32月）
職制上の段階、職務の級等による加算措
置有り
（　）は再任用短時間職員に係る支給割合

期末手当
勤勉手当
（17年度）

  自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 23.5０月分 30.55月分
勤続２５年 ３３.50月分 ４1.34月分
勤続３５年 ４７.５０月分 ５９.２８月分
最高限度額５９.２８月分 ５９.２８月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

  自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 ２４.２５月分 ３５.００月分
勤続２５年 ３２.５０月分 ４５.５０月分
勤続３５年 ４９.７５月分 ５９.２０月分
最高限度額 ５０.００月分 ５９.２０月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

退職手当

全市域支 給 対 象 地 域

地域
手当

１２％支 給 率
1,192人支 給 対 象 職 員 数
１１％国 の 制 度 （ 支 給 率 ）

524,237円支給対象職員１人当たり平
均支給年額（１７年度）

千円
339,966支 給 総 額

時間外
勤務手当
（17年度） 千円

276
職員１人当たり
支 給 年 額

（12）部門別職員数の状況と主な増減理由

主な増減理由対前年増
減数

職員数区　　分

１７年度１６年度部　　門

０１４１４議 会

一般行政
部　　門

事務の統廃合・縮小▲８２１１２１９総 務

事務の統廃合・縮小▲６７４８０税 務

０３３労 働

０４４農 水

０３３商 工

退職者不補充▲８６３７１土 木

欠員不補充▲６４３９４４５民 生

退職者不補充▲１１０９１１０衛 生

▲２９９２０９４９小 計

事務の統廃合・縮小▲８１８３１９１教 育特別行政
部　　門 ▲８１８３１９１小 計

定数減▲２１４１６下 水 道
公営企業
等部門

定数減▲３１０９１１２そ の 他

▲５１２３１２８小 計

▲４２１,２２６１,２６８合計

（注）　１職員数は、一般職に属する職員数で、臨時および非常勤職員を除く。
　　　２再任用短時間職員は除き、教育長は含む。

（11）特別職の報酬等の状況（平成18年4月1日現在）

給　料　月　額　等区　　分

（17年度支給割合）
６月期　２.０５月分
１２月期　２.３５月分
　計　　４.４０月分

期末手当

９６５,０００円
８３１,０００円
７７１,０００円
６９５,０００円

給　料

市 長
助 役
収 入 役
常勤監査委員

５７６,０００円
５３０,０００円
４９５,０００円

報　酬
議 長
副 議 長
議 員

（９）　定員適正化計画

　現行の定員適正化計画の内容は、一般事務、技術職については、退職者の３分の２を
補充。医療･福祉系専門職については、退職者を原則補充。技能労務職については、退職
者不補充とするもので、今年度中に新たな計画を策定し、さらなる適正化に取り組みま
す。

    市の職員の給与は、条例や、これに基づ
く規則等によって定められています。
　市民の皆さんに一層のご理解をいただく
ため、そのあらましを紹介します。
◆職員課（田無庁舎�内線1243）


